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引っ越しをしたら住民票の異動を
　選挙人名簿は、原則、住民票（住民基本台帳の登録）がある市区町村に、３カ月以上引き続
き居住している方が登録されます。このため、進学や就職などで他の市区町村に引っ越した場
合、転出先の市区町村に住民票を異動しておかないと、選挙人名簿に登録されず、転出先で投
票することができません。引っ越しをしたら、速やかに住民票を異動しましょう。

　投票日に、指定された投票所に行けな
い方は、期日前投票制度などにより、投
票日前に投票することができます。
○期日前投票
　投票日に用事のある方は、指定された
期日前投票所で投票することができます。
○不在者投票
　事前に手続きをすることで、一時滞在
先の市町村や、指定された病院などで投
票することができます。 

　市は、若い世代の皆さんに、政治への関心を
深めてもらうことを目的に、小・中学生を対象
とした出前講座を実施しています。実際の選挙
で使用する投票箱や投票用紙計数機などを使っ
て、投票から開票までを模擬体験できます。

投票日に投票できない方は 「市役所出前講座」で模擬選挙を体験

○選挙人名簿登録制度を改正
　住民票がある市区町村に、３カ月以上引き続き居住していた方が、当該市区町村から転出し
た場合、投票日によっては、転出元・転出先のいずれの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、
投票ができない事例がありました。
　今回の選挙人名簿登録制度の改正では、こうした名簿登録の空白期間を解消することで、転
出元において国政選挙の投票が可能となりました。
　ただし、進学などで市外に転出する場合、住民票を異動していない方は、転出先の市区町
村（修学地）が生活の本拠地となりますので、転出元の市区町村の選挙人名簿に登録があって
も投票することはできません。

改正前 改正後
A市 A市B町

投票できない 投票できる
　Ｂ町で満18歳になったが、
Ｂ町での住民基本台帳の登録
期間が３カ月未満のため、選
挙人名簿に登録がない。
　また、選挙権年齢に達して
いなかったＡ市にも、選挙人
名簿に登録がない。Ｃ男（満17歳）

７月20日生まれ

玉川中で行われた模擬選挙

〈例〉９月８日に国政選挙の投票が行われる場合

７月１日
にＢ町へ
転出

　住民基本台帳の登録が３カ月
未満の期間に公示される国政選
挙は、転出元の市区町村の選挙
人名簿に登録されるため、Ａ市
での投票が可能になる。

前住所地で投票が可能に

　国外にお住まいの方は、国政選挙に限
り、在外選挙制度を利用して、在外公館
や郵便などで投票することができます。
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選
挙
権
年
齢
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引
き
下
げ
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公
職
選
挙
法
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改
正
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六
月

十
九
日
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ら
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行
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れ
ま
す
。

　
こ
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改
正
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挙
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年
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二
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万
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日
本
は
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化
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が
増
加
す
る
一
方
、
若
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世
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の
人
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が
減
少
し
て
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ま
す
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ま
た
、
若
い
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ほ
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投
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っ
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お
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、
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意
見
が
国
や
地
方
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に
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に
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い
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っ
て
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す
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、
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将
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各国の選挙権年齢

※欧州などを中心に、選挙権年齢をさらに引き下げる
　動きもあり、オーストリアではすでに「16歳以上」
　に引き下げられています。
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17歳　
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アラブ首長国連邦
オマーン、クウェート、シンガポール、
マレーシアなど
カメルーンなど
韓国
米国、英国、イタリア、オーストラリ
ア、カナダ、ドイツ、フランス、ロシ
アなど
東ティモールなど
アルゼンチン、オーストリア、キュー
バ、ブラジルなど


